
監査結果に関する措置状況報告書

報　告　番　号：報告監４の第７号

監 査 の 対 象：令和３年度監査委員監査　指定管理者制度に関する事務

所　管　所　属：環境局

通知を受けた日：令和４年10月４日

指摘№ 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類
措置日

（予定日）

１

年度評価の公表について是正を求めたもの
【東淀川区役所、経済戦略局、福祉局、こども青少年局、環境局、
建設局、大阪港湾局及び教育委員会事務局に対して】

令和２年度の施設所管所属の年度評価公表状況を確認したところ、
施設所管所属34所属中５所属で所管する全ての施設、３所属で所管
する一部の施設について、公表期限である令和３年８月中に公表さ
れていなかった。

［指摘事項１］
施設所管所属は、公表を含めた年度評価の重要性を再認識し、マ
ニュアルに定められた期限までに公表するための体制を早期に構築
し、それにより実施されたい。

　指摘を受け、改めて指定管理者制度の手引き等の確認を行い、指
定管理者等制度の運用に係るモニタリング・評価マニュアルに定め
られている業務チェックシートを活用し業務を進めた。また、指定
管理者制度を運用する担当課へ、令和４年４月１日付けで指定管理
者制度の手引き等の確認を行うように電子メールにて再周知を行っ
た。
　その後、契約管財局からの通知に基づき、「指定管理者制度に係
るモニタリング・評価の実施状況等に関する資料の提出について
（依頼）」の周知（６月及び７月に再周知）を行い、令和４年８月
30日付けで「令和３年度施設所管所属の年度評価」の公表を行い措
置に至った。

措置済 令和４年８月30日

２

第三者委託の公表について是正を求めたもの
【北区役所、都島区役所、中央区役所、西区役所、大正区役所、浪
速区役所、東成区役所、住吉区役所、平野区役所、経済戦略局、環
境局及び教育委員会事務局に対して】

施設所管所属の令和３年度第１四半期における第三者委託に関する
情報の公表状況を確認したところ、施設所管所属34所属中12所属で
所管する全ての施設について、ガイドラインで定められた期限であ
る第１四半期の翌月である令和３年７月中に公表されておらず、今
回の監査の実施通知送付日以降の公表となっていた。

［指摘事項２］
施設所管所属は、第三者委託公表の重要性を再認識し、ガイドライ
ンに定められた期限までに公表するための体制を早期に構築し、そ
れにより実施されたい。

指摘を受け、改めて指定管理者制度の手引き等の確認を行い、指定
管理者等制度の運用に係るモニタリング・評価マニュアルに定めら
れている業務チェックシートを活用し業務を進めている。また、指
定管理者制度を運用する担当課へ、令和４年４月１日付けで指定管
理者制度の手引き等の確認を行うように電子メールにて再周知を
行った。
また、令和４年７月26日付けで「指定管理者が令和４年４月１日か
ら令和４年６月30日までに第三者委託を行った案件」の公表を行
い、措置に至った。

措置済 令和４年７月26日
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